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(そ の 2)

収 支 の 状 況 必ず記入してください。

(0の場合は0と記入)1 収支の総括表
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(そ の17)

1 資産等の総括表

(整と1)

(注 2)

資 産 等 の 状 況

項目ごとの資産の有無について、「□」内に「レ」を記入すること。

有に記入した場合、項目別に様式 (その18)に内訳を記載すること。
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(そ の20)
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添 付 書 類 (別添のとお り)

1領 収 書 等 の 写 し

この報告書は、政治資金規正法に従つて作成 したものであって、真実に相違ありません。

令 和 _ぅ` 年 デ 月 せ/ 日

政 治 体 の 名 称 え 木す森_後賠
会 計 責 任 者 の 氏 名 え 村藻 ―

「

~~~~~→
(代 表 者 の 氏 名 Θ )

記入もれ注意

(備考 1)政治団体が解散した時のみ、 ( )内 に代表者の記名押印又は署名を記入すること。
(解散した年月日が属する年の収支報告書のみ。ただし、署名の場合は必ず代表者本人が自書すること。)

(備考 2)「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名の場合は必ず会計責任者本人が自書すること。
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